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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周期的に運動する被検体の組織を超音波で走査し、前記運動についての一周期以上の期
間に亘るボリュームデータを収集するデータ収集ユニットと、
　所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を
設定する関心領域設定ユニットと、
　前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報
を、三次元トラッキング処理により生成する移動ベクトル情報生成ユニットと、
　所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において少なくとも一つの基準断面を
設定し、前記設定された少なくとも一つの基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上
の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時相以外の時相における前記ストレイ
ンゲージの三次元的な位置及び前記少なくとも一つの基準断面の位置を、前記関心領域の
移動ベクトル情報を用いて設定するゲージ設定ユニットと、
　前記ストレインゲージと前記少なくとも一つの基準断面とが三次元的に映像化された三
次元ストレインゲージ画像を、時相毎に生成する画像生成ユニットと、
　前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示ユニットと、
　を具備することを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　前記ゲージ設定ユニットは、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて、前記少なくと
も一つの基準断面をその法線方向に移動させることで当該少なくとも一つの基準断面の前



(2) JP 5658296 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

記所定時相以外の時相における位置を設定することを特徴とする請求項１記載の超音波診
断装置。
【請求項３】
　前記ゲージ設定ユニットは、前記関心領域の移動ベクトル情報を平均した移動成分を用
いて前記少なくとも一つの基準断面を三次元的に移動させることで、当該少なくとも一つ
の基準断面の前記所定時相以外の時相における位置を設定することを特徴とする請求項１
記載の超音波診断装置。
【請求項４】
　前記ゲージ設定ユニットは、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて前記少なくとも
一つの基準断面上の各点を独立して移動させることで、当該少なくとも一つの基準断面の
前記所定時相以外の時相における位置を任意の曲面として設定することを特徴とする請求
項１記載の超音波診断装置。
【請求項５】
　前記ゲージ設定手段は、二つの端点と当該端点間に存在する一つ以上の中間点とを結ぶ
複数の線分として前記ストレインゲージを設定することを特徴とする請求項１乃至４のう
うちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項６】
　前記被検体の組織は心臓であって、
　前記ゲージ設定手段は、前記ストレインゲージを心臓組織の壁厚方向に沿って内膜及び
外膜の位置に対応させて設定すること、
　を特徴とする請求項１乃至５のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項７】
　前記被検体の組織は心臓であって、
　前記所定時相を含む複数の時相のボリュームデータ上に心臓の短軸位置と、短軸位置を
規準とした収縮中心と、を設定する設定手段と、
　前記収縮中心を規準とする内膜位置及び外膜位置の基準時相からの回転角を計算する計
算手段と、
　前記内膜位置の回転角と前記外膜位置の回転角との差を示す第１の回転差情報を生成す
る回転差情報生成手段と、
　をさらに具備し、
　前記表示手段は、前記第１の回転差情報を所定の形態で表示すること、
　を特徴とする請求項１乃至４のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項８】
　前記計算手段は、前記内膜位置と前記外膜位置との間に存在する中膜位置の基準時相か
らの回転角を計算し、
　前記回転差情報生成手段は、前記内膜位置の回転角と前記中膜位置の回転角との差を示
す第２の回転差情報と、前記外膜位置の回転角と前記中膜位置の回転角との差を示す第３
の回転差情報と、を生成し、
　前記表示手段は、前記第２の回転差情報及び前記第３の回転差情報を所定の形態で表示
すること、
　を特徴とする請求項７記載の超音波診断装置。
【請求項９】
　前記画像生成手段は、前記第１の回転差情報、前記第２の回転差情報、前記第３の回転
差情報の少なくともいずれかが色彩情報に変換され、対応する位置にマッピングされた前
記三次元ストレインゲージ画像を生成することを特徴とする請求項７又は８記載の超音波
診断装置。
【請求項１０】
　前記回転差情報生成手段は、前記心臓の心筋部位に関する解剖学的セグメント毎に前記
回転差情報を生成し、
　前記表示手段は、前記解剖学的セグメント毎の前記回転差情報を、時間変化曲線として
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表示すること、
　を特徴とする請求項７又は８記載の超音波診断装置。
【請求項１１】
　前記回転差情報生成手段は、異なる前記回転差情報同士を差分することで、前記回転差
情報の時間的変化に関する情報を生成し、
　前記表示手段は、前記回転差情報の時間的変化に関する情報を所定の形態で表示するこ
と、
　を特徴とする請求項７又は８記載の超音波診断装置。
【請求項１２】
　前記表示手段は、異なる時刻に収集されたボリュームデータに対応する複数の前記三次
元ストレインゲージ画像を同時に表示することを特徴とする請求項１乃至１１のうちいず
れか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１３】
　前記ゲージ設定手段は、操作者からの入力に基づいて心筋領域に設定された基準断面上
の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時
相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置を、前記関心領域の移動ベ
クトル情報を用いて少なくとも一つ設定すること、
　を特徴とする請求項１乃至１２のうちいずれか一項記載の超音波診断装置。
【請求項１４】
　周期的に運動する被検体の組織を超音波で走査することで収集された、前記運動につい
ての一周期以上の期間に亘るボリュームデータを記憶する記憶ユニットと、
　所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を
設定する関心領域設定ユニットと、
　前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報
を、三次元トラッキング処理により生成する移動ベクトル情報生成ユニットと、
　所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において少なくとも一つの基準断面を
設定し、前記設定された少なくとも一つの基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上
の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時相以外の時相における前記ストレイ
ンゲージの三次元的な位置及び前記少なくとも一つの基準断面の位置を、前記関心領域の
移動ベクトル情報を用いて設定する設定ユニットと、
　前記ストレインゲージと前記少なくとも一つの基準断面とが三次元的に映像化された三
次元ストレインゲージ画像を、時相毎に生成する画像生成ユニットと、
　前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示ユニットと、
　を具備することを特徴とする超音波画像処理装置。
【請求項１５】
　周期的に運動する被検体の組織を超音波で走査することで収集された、前記運動につい
ての一周期以上の期間に亘るボリュームデータのうち、所定時相の前記ボリュームデータ
に対して、前記被検体の組織の三次元的な関心領域を設定させる関心領域設定機能と、
　前記所定時相以外の時相における前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報
を、三次元トラッキング処理により生成させる移動ベクトル情報生成機能と、
　所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域において少なくとも一つの基準断面を
設定させ、前記設定された少なくとも一つの基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織
上の線分であるストレインゲージを設定させ、前記所定時相以外の時相における前記スト
レインゲージの三次元的な位置及び前記少なくとも一つの基準断面の位置を、前記関心領
域の移動ベクトル情報を用いて設定させる設定機能と、
　前記ストレインゲージと前記少なくとも一つの基準断面とが三次元的に映像化された三
次元ストレインゲージ画像を、時相毎に生成させる画像生成機能と、
　前記三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示させる表示機能と、
　を実現させることを特徴とする超音波画像処理プログラム。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波画像を用いて組織の動態評価を行う場合に、例えば心臓の内外膜間で
分割されたゲージを超音波画像に重畳させて表示することで、心筋の多層構造に起因する
複雑な壁運動の直観的把握を支援するための超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超
音波画像処理プログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　心筋等の生体組織に関して、その機能を客観的かつ定量的に評価することは、その組織
の診断にとって非常に重要である。近年、主に心臓を例として様々な定量的評価法が試み
られている。
【０００３】
　例えば、画像中の局所領域の追跡を行いながら、変位や歪みといった局所の壁運動情報
を計算するスペックルトラッキングと呼ばれる技術が実用化されている（例えば、特許文
献１参照）。また、このスペックルトラッキングを利用して、例えば歪み計測用の２点間
のペアを結ぶ「ストレインゲージ」を表示するストレインゲージ表示法が提案されている
（例えば、特許文献１、特許文献２、非特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－１７５０４１号公報
【特許文献２】特開２００７－１１７６１１号公報
【非特許文献】
【０００５】
【非特許文献１】大阪市大論文：　小川他　Am J Cardiol 2006; 98: 1531-1538
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、従来の手法は、内膜位置と外膜位置とを結ぶ２点間の線分の動きの様子
を、あくまでも一つの平面上に限定してストレインゲージ表示するものである。従って、
三次元的に複雑な動態を有する心壁運動を、十分に観察することができない場合がある。
【０００７】
　本発明は、上記事情を鑑みてなされたもので、ストレイン計測を行うためのゲージを三
次元データ内において設定し、これを映像化することで、心臓を代表とする三次元的に複
雑な動態を有する組織運動の様子を、十分に観察することができる超音波診断装置、超音
波画像処理装置及び超音波画像処理プログラムを提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、上記目的を達成するため、次のような手段を講じている。
【０００９】
　一実施形態に係る超音波画像診断装置は、周期的に運動する被検体の組織を超音波で走
査し、前記運動についての一周期以上の期間に亘るボリュームデータを収集するデータ収
集ユニットと、所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的
な関心領域を設定する関心領域設定ユニットと、前記所定時相以外の時相における前記関
心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成す
る移動ベクトル情報生成ユニットと、所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域に
おいて少なくとも一つの基準断面を設定し、前記設定された少なくとも一つの基準断面上
の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し、前記所定時
相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置及び前記少なくとも一つの
基準断面の位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて設定するゲージ設定ユニッ
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トと、前記ストレインゲージと前記少なくとも一つの基準断面とが三次元的に映像化され
た三次元ストレインゲージ画像を、時相毎に生成する画像生成ユニットと、前記三次元ス
トレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示ユニットと、を具備するものである。
　一実施形態に係る超音波画像処理装置は、周期的に運動する被検体の組織を超音波で走
査することで収集された、前記運動についての一周期以上の期間に亘るボリュームデータ
を記憶する記憶ユニットと、所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組
織の三次元的な関心領域を設定する関心領域設定ユニットと、前記所定時相以外の時相に
おける前記関心領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理
により生成する移動ベクトル情報生成ユニットと、所定時相の前記ボリュームデータの前
記関心領域において少なくとも一つの基準断面を設定し、前記設定された少なくとも一つ
の基準断面上の組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定し
、前記所定時相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置及び前記少な
くとも一つの基準断面の位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて設定する設定
ユニットと、前記ストレインゲージと前記少なくとも一つの基準断面とが三次元的に映像
化された三次元ストレインゲージ画像を、時相毎に生成する画像生成ユニットと、前記三
次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する表示ユニットと、を具備するものであ
る。
　一実施形態に係る超音波画像処理プログラムは、周期的に運動する被検体の組織を超音
波で走査することで収集された、前記運動についての一周期以上の期間に亘るボリューム
データのうち、所定時相の前記ボリュームデータに対して、前記被検体の組織の三次元的
な関心領域を設定させる関心領域設定機能と、前記所定時相以外の時相における前記関心
領域の三次元方向に対する移動ベクトル情報を、三次元トラッキング処理により生成させ
る移動ベクトル情報生成機能と、所定時相の前記ボリュームデータの前記関心領域におい
て少なくとも一つの基準断面を設定させ、前記設定された少なくとも一つの基準断面上の
組織の輪郭に基づいて当該組織上の線分であるストレインゲージを設定させ、前記所定時
相以外の時相における前記ストレインゲージの三次元的な位置及び前記少なくとも一つの
基準断面の位置を、前記関心領域の移動ベクトル情報を用いて設定させる設定機能と、前
記ストレインゲージと前記少なくとも一つの基準断面とが三次元的に映像化された三次元
ストレインゲージ画像を、時相毎に生成させる画像生成機能と、前記三次元ストレインゲ
ージ画像を所定の形態で表示させる表示機能と、を実現させるものである。
【発明の効果】
【００１８】
　以上本発明によれば、ストレイン計測を行うためのゲージを三次元データ内において設
定し、これを映像化することで、心臓を代表とする三次元的に複雑な動態を有する組織運
動の様子を、十分に観察することができる超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音
波画像処理プログラムを実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。
【図２】図２は、第１の実施形態に係る三次元ストレインゲージ画像の生成・表示処理の
流れを示したフローチャートである。
【図３】図３は、ストレインゲージ画像の生成において実行される処理の流れを示したフ
ローチャートである。
【図４】図４は、表示ユニット２３に表示される三次元ストレインゲージ画像の一例を示
した図である。
【図５】図５は、規準時相で４Ｃ面と２Ｃ面に設定されたストレインゲージのみが抽出さ
れた三次元ストレインゲージ画像５１を規準時相のＭＰＲ画像と共に示した図である。
【図６】図６は、規準時相の４Ｃ面画像に設定されたストレインゲージのみが抽出された
三次元ストレインゲージ画像５２を規準時相のＭＰＲ画像と共に示した図である。
【図７】図７は、規準時相の２Ｃ面画像に設定されたストレインゲージのみが抽出された
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三次元ストレインゲージ画像５３を規準時相のＭＰＲ画像と共に示した図である。
【図８】図８は、規準時相のＡ面画像、Ｍ面画像、Ｂ面画像のそれぞれに設定されたスト
レインゲージが抽出された三次元ストレインゲージ画像５４を規準時相のＭＰＲ画像と共
に示した図である。
【図９】図９は、規準時相のＢ面画像に設定されたストレインゲージが抽出された三次元
ストレインゲージ画像５５を規準時相のＭＰＲ画像と共に示した図である。
【図１０】図１０は、規準時相のＡ面画像に設定されたストレインゲージが抽出された三
次元ストレインゲージ画像５６を規準時相のＭＰＲ画像と共に示した図である。
【図１１】図１１は、規準時相のＭ面画像に設定されたストレインゲージが抽出された三
次元ストレインゲージ画像５７を規準時相のＭＰＲ画像と共に示した図である。
【図１２】図１２は、第２の実施形態に係る三次元ストレインゲージ画像の生成・表示処
理の流れを示したフローチャートである。
【図１３】図１３は、ステップＳ１３における移動ベクトル情報の演算処理の流れを示し
たフローチャートである。
【図１４】図１４は、表示ユニット２３に表示される三次元ストレインゲージ画像の一例
を示した図である。
【図１５】図１５は、第３の実施形態に係る三次元ストレインゲージ画像の生成・表示処
理の流れを示したフローチャートである。
【図１６】図１６は、ゲージ中間点が設定されたストレインゲージを含む三次元ストレイ
ンゲージ画像の一例（短軸像）を示した図である。
【図１７】図１７は、ゲージ中間点が設定されたストレインゲージを含む三次元ストレイ
ンゲージ画像の他の例（心尖像）を示した図である。
【図１８】図１８は、回転差情報生成処理の流れを示したフローチャートである。
【図１９】図１９は、回転差情報一例を示した図である。
【図２０】図２０は、回転差情報一例を示した図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明の実施形態を図面に従って説明する。以下の説明において、略同一の機能
及び構成を有する構成要素については、同一符号を付し、重複説明は必要な場合にのみ行
う。
【００２１】
　なお、これから述べる各実施形態においては、本発明の技術的思想を超音波診断装置に
適用する場合を例として説明する。しかしながら、これに拘泥されることなく、本発明の
技術的思想は、ワークステーション、パーソナルコンピュータ等を用いた超音波画像処理
装置についても適用可能である。
【００２２】
　また、各実施形態に係る各構成要素によって実現される機能、特に後述する移動ベクト
ル処理ユニット１９、画像生成ユニット２１、追跡処理ユニット３３、運動情報演算ユニ
ット３７、ゲージ設定ユニット３８（図１参照）によって実現される機能については、当
該各構成要素と同様の処理を実行するソフトウェアプログラムをワークステーション等の
コンピュータ、コンピュータ機能を有する超音波診断装置等にインストールし、これらを
メモリ上で展開することによっても実現することができる。このとき、コンピュータに当
該手法を実行させることのできるプログラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）
ディスク、ハードディスクなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メ
モリなどの記録媒体に格納して頒布することも可能である。
【００２３】
　（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る超音波診断装置１の構成図である。本超音波診断装置１
０は、超音波プローブ１１、送信ユニット１３、受信ユニット１５、Ｂモード処理ユニッ
ト１７、移動ベクトル処理ユニット１９、画像生成ユニット２１、表示ユニット２３、制



(7) JP 5658296 B2 2015.1.21

10

20

30

40

50

御ユニット（ＣＰＵ）３１、ボリュームデータ生成ユニット３５、運動情報生成ユニット
３７、ゲージ設定ユニット３８、記憶ユニット３９、操作ユニット４１、ネットワーク送
受信ユニット４３を具備している。なお、本発明の技術的思想を超音波画像処理装置に適
用する場合には、例えば図１の点線内がその構成要素となる。
【００２４】
　超音波プローブ１１は、送信ユニット１２からの駆動信号に基づき超音波を発生し、被
検体からの反射波を電気信号に変換する複数の圧電振動子、当該圧電振動子に設けられる
整合層、当該圧電振動子から後方への超音波の伝播を防止するバッキング材等を有してい
る。当該超音波プローブ１１から被検体に超音波が送信されると、生体組織の非線形性に
より、超音波の伝播に伴って種々のハーモニック成分が発生する。送信超音波を構成する
基本波とハーモニック成分は、体内組織の音響インピーダンスの境界、微小散乱等により
後方散乱され、反射波（エコー）として超音波プローブ１１に受信される。
【００２５】
　送信ユニット１３は、図示しない遅延回路およびパルサ回路等を有している。パルサ回
路では、所定のレート周波数ｆｒ　Ｈｚ（周期；１／ｆｒ秒）で、送信超音波を形成する
ためのレートパルスが繰り返し発生される。また、遅延回路では、チャンネル毎に超音波
をビーム状に集束し且つ送信指向性を決定するのに必要な遅延時間が、各レートパルスに
与えられる。送信ユニット１２は、このレートパルスに基づくタイミングで、所定のスキ
ャンラインに向けて超音波ビームが形成されるように振動子毎に駆動パルスを印加する。
【００２６】
　受信ユニット１５は、図示していないアンプ回路、Ａ／Ｄ変換器、加算器等を有してい
る。アンプ回路では、プローブ１１を介して取り込まれたエコー信号をチャンネル毎に増
幅する。Ａ／Ｄ変換器では、増幅されたエコー信号に対し受信指向性を決定するのに必要
な遅延時間を与え、その後加算器において加算処理を行う。この加算により、所定のスキ
ャンラインに対応した超音波エコー信号を生成する。
【００２７】
　Ｂモード処理ユニット１７は、受信ユニット１５から受け取った超音波エコー信号に対
して包絡線検波処理を施すことにより、超音波エコーの振幅強度に対応したＢモード信号
を生成する。
【００２８】
　移動ベクトル処理ユニット１９は、時相の異なる二つのフレーム間でパターンマッチン
グ処理を用いて組織位置を検出・追跡し、この移動位置に基づいて各組織の移動量（又は
速度）を求める。具体的には、一方のフレーム上の関心領域について、最も類似性の高い
他方のフレーム上の対応領域を求める。この関心領域と対応領域との間の距離を求めるこ
とで、組織の移動量を求めることができる。また、この移動量をフレーム間の時間差で除
することにより、組織の移動速度を求めることができる。この処理をフレーム上の各位置
でフレームバイフレームにて行うことにより、各組織の変位（移動ベクトル）又は組織の
変位に関する時空間分布データを取得することができる。
【００２９】
　画像生成ユニット２１は、Ｂモード信号の所定断層に係る次元分布を表したＢモード超
音波像を生成する。また、画像生成ユニット２１は、Ｂモード超音波像、組織の運動情報
に関する画像、Ｂモード超音波像と組織の運動情報に関する画像との重畳画像等を生成す
る。ここで、組織の運動情報とは、組織の歪み、歪み率、移動距離、速度その他の組織の
運動に関して取得可能な物理情報である。以下、このような組織の運動情報を含む画像の
総称を「運動情報画像」と呼ぶ。
【００３０】
　表示部２３は、画像生成ユニット２１からのビデオ信号に基づいて、生体内の形態学的
情報や運動情報等を画像として所定の形態で表示する。また、表示部２３は、複数の画像
を表示する場合に、画像間の位置の対応付けを支援するためのマーカを表示する。
【００３１】
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　制御ユニット（ＣＰＵ）３１は、情報処理装置（計算機）としての機能を持ち、本超音
波診断装置本体の動作を静的又は動的に制御する。特に、制御ユニット３１は、記憶ユニ
ット３９に記憶された専用プログラムを図示していないメモリに展開することで、後述す
る任意断面追跡機能を実現する。
【００３２】
　ボリュームデータ生成ユニット３５は、Ｂモード処理ユニット１７から受け取ったフレ
ーム毎のＢモードデータ、移動ベクトル処理ユニット１９から受け取った時相毎の組織変
位の空間分布データ等を用いて空間的な補間処理を実行し、周期的に運動する診断対象に
関するボリュームデータを、当該周期的運動に関する各時相について生成する。なお、本
実施形態においては、ボリュームデータ生成ユニット３５は、画像生成ユニット２１より
前段のデータ（いわゆる生データ）を用いてボリュームデータを生成するものとする。し
かしながら、これに拘泥されず、当該ボリュームデータ生成ユニット３５において画像生
成ユニット２１より後段のデータ（いわゆる画像データ）を用いてボリュームデータを生
成するようにしてもよい。
【００３３】
　運動情報演算ユニット３７は、移動ベクトル処理ユニット１９によって取得された時相
毎の組織の各座標を用いて、種々の運動情報（例えば、移動量、移動率、歪み、歪み率、
相対的回転勾配、内外膜間の回転成分の差等）を演算する。
【００３４】
　ゲージ設定ユニット３８は、移動ベクトル処理ユニット１９の出力した移動ベクトル情
報を用いて、後述するストレインゲージ設定等の処理を実行する。
【００３５】
　記憶ユニット３９は、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディス
クなど）、光ディスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体、及
びこれらの媒体に記録された情報を読み出す装置である。この記憶ユニット３７には、送
受信条件、所定のスキャンシーケンス、各時相に対応する生データや超音波画像データ（
例えば、組織ドプラモード、Ｂモード等によって撮影された組織画像データ）、ボリュー
ムデータ生成ユニット３５において生成された時相毎のボリュームデータ、取得される各
種運動情報、移動ベクトル演算機能を実現するための専用プログラム、三次元ストレイン
ゲージ画像生成、表示を実行するための制御プログラム、診断情報（患者ＩＤ、医師の所
見等）、診断プロトコル、ボディマーク生成プログラム等を記憶する。
【００３６】
　操作ユニット４１は、装置本体に接続され、オペレータからの各種指示、関心領域（Ｒ
ＯＩ）の設定指示、種々の画質条件設定指示、任意断面追跡処理における規準時相の指定
、当該規準時相における任意断面の設定等を装置本体に取り込むためのマウスやトラック
ボール、モード切替スイッチ、キーボード等を有している。
【００３７】
　送受信ユニット４３は、ネットワークを介して他の装置と情報の送受信を行う装置であ
る。本超音波診断装置１において得られた超音波画像等のデータや解析結果等は、送受信
ユニット４３よって、ネットワークを介して他の装置に転送可能である。
【００３８】
　（三次元ストレインゲージ画像の生成・表示機能）
　次に、本超音波診断装置１が具備する三次元ストレインゲージ画像の生成・表示機能に
ついて説明する。この機能は、心筋の局所的な歪み（ストレイン）を視覚的に示すための
線分（ゲージ）を生成し、これを超音波画像上の対応する位置に三次元的に表示するもの
である。
【００３９】
　なお、本実施形態では、説明を具体的にするため、診断対象が心臓である場合の運動情
報生成機能を例とする。しかしながら、本運動情報生成機能の適用対象は、心臓に限定さ
れず、実質的に周期的運動を行うものであれば、どの様な部位であってもよい。
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【００４０】
　図２は、本三次元ストレインゲージ画像の生成・表示機能に従う処理（三次元ストレイ
ンゲージ画像の生成・表示処理）の流れを示したフローチャートである。以下、同図に従
って説明する。
【００４１】
［ステップＳ１：データ収集］
　まず、ある患者に関する心臓の所望の観察部位について、所定の時刻を基準とし、少な
くとも一心拍分以上の期間に亘る時系列の三次元画像データ（ボリュームデータ）（以下
、「時系列のボリュームデータ群」と呼ぶ。）を収集する（ステップＳ１）。なお、ボリ
ュームデータの収集方法には、特に拘泥されない。例えば、一次元アレイブローブ、二次
元アレイプローブ、四次元メカプローブのいずれを用いてボリュームスキャンを行っても
よく、また、ＥＣＧと同期させて収集した小領域に関するサブボリュームデータを、対応
付けたトリガに基づいてつなぎ合わせることで所望の範囲に関するボリュームデータを生
成すると共に、時間情報に従ってサブボリュームを逐次更新する三次元トリガスキャンを
用いるようにしてもよい。
【００４２】
［ステップＳ２：移動ベクトル情報の演算処理］
　次に、各時相における組織の移動ベクトル情報が生成される（ステップＳ２）。すなわ
ち、移動ベクトル処理ユニット１９は、収集された時系列のボリュームデータ群を構成す
る１心拍以上の各時相に対応するボリュームデータのうち、所定の時相におけるボリュー
ムデータにおいてユーザからの指示等に基づいて心筋部位についての関心領域を抽出し、
抽出した関心領域を三次元的なパターンマッチング処理により時間的に追跡（スペックル
トラッキング処理：ＳＴ処理）することで、時空間的な移動ベクトル情報を演算する。ま
た、この移動ベクトルをボリュームデータのボリューム間の時間差で除することにより、
組織の移動速度を求めることができる。
【００４３】
［ステップＳ３：三次元ストレインゲージ画像の生成］
　次に、三次元ストレインゲージ画像の生成処理が実行される（ステップＳ３）。
【００４４】
　図３は、ストレインゲージ画像の生成において実行される処理の流れを示したフローチ
ャートである。同図に示すように、まず、ゲージ設定ユニット３６は、基準とする時相（
例えば、規準時相としての収縮末期時相）に対応する超音波画像に対して、所定数（例え
ば数十程度）のストレインゲージを設定する（ステップＳ３ａ）。
【００４５】
　すなわち、ゲージ設定ユニット３６は、例えば二つのＢモード画像（心尖四腔像：４Ｃ
、心尖二腔像：２Ｃ）と三つのＣモード像（心尖部Ａ（Ａｐｉｃａｌ）中間部：Ｍ（Ｍｉ
ｄ）、心基部：Ｂ（Ｂａｓａｌ））の５つのＭＰＲ像を表示し、収縮末期時相における各
ＭＰＲ像上において内外膜位置に初期輪郭を設定し、当該初期輪郭上に等間隔（或いは内
膜重心を中心として等角度）に、予め設定された数だけのゲージ端点の一方を設定する。
また、ゲージ設定ユニット３６は、初期輪郭上の各ゲージ端点の一方における内膜面に対
する法線が外膜と交差する位置をゲージ端点の他方として設定し、法線に沿ってゲージ端
点同士を線分（ストレインゲージ）で結ぶことで、複数のストレインゲージを設定する。
【００４６】
　次に、ゲージ設定ユニット３６は、基準時相において設定された各ストレインゲージと
移動ベクトル情報とを用いて、他の時相のボリュームデータに対して各ストレインゲージ
を設定する（ステップＳ３ｂ）。すなわち、ゲージ設定ユニット３６は、基準時相におい
て設定された各ストレインゲージを構成するゲージ端点を、移動ベクトル情報を用いて追
跡することで、各時相のボリュームデータ上に対応する各ストレインゲージを設定する。
【００４７】
　次に、画像生成ユニット２１は、各ストレインゲージが超音波画像の対応する位置に配
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置された各時相毎のストレインゲージ画像をレンダリング処理等により生成する（ステッ
プＳ３ｃ）。
【００４８】
［ステップＳ４：ストレインゲージ画像の表示］
　次に、表示ユニット２３は、三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する（ス
テップＳ４）。
【００４９】
　図４は、表示ユニット２３に表示される三次元ストレインゲージ画像の一例を示した図
である。同図に示す三次元ストレインゲージ画像５０は、心筋の関心領域内に設定された
多数のストレインゲージの中から、規準時相のＢモード像２面（４Ｃ、２Ｃ）とＣモード
像３面（Ａ、Ｍ、Ｂ）の５つのＭＰＲ像において設定されたストレインゲージについて、
観察し易いようにまばらに表示するものとしている。
【００５０】
　三次元ストレインゲージ画像５０を時系列に従って連続的に表示した場合、三次元スト
レインゲージ画像５０の各ストレインゲージは、規準時相においては５つのＭＰＲ像（す
なわち、４Ｃ面、２Ｃ面、Ａ面、Ｍ面、Ｂ面）の各面内に存在する一方、その後の時相に
おいては、この５つのＭＰＲ像の面内から任意にはみ出すことになる。従って、図４の例
では、規準時相の５つのＭＰＲ像の位置を示しつつ各時相の三次元ストレインゲージ画像
５０を表示することで、各時相の三次元ストレインゲージ画像５０上の各ストレインゲー
ジと規準時相の５つのＭＰＲ像上の各ストレインゲージとの対応関係を把握容易とし、解
剖学的なオリエンテーションを実現している。
【００５１】
　なお、図４の例に拘泥することなく、例えば心筋の三次元空間内における多数のストレ
インゲージを高密度で表示しても構わない。ただし、解剖学的なオリエンテーションの把
握のし易さや、各ストレインゲージの表示同志が干渉して見えにくくなる副作用を考慮す
ると、図４の例は好適であると言える。
【００５２】
　また、三次元的ストレインゲージを選択的に表示することも可能である。例えば、図５
に示す様に、規準時相で４Ｃ面と２Ｃ面に設定されたストレインゲージのみが抽出された
三次元ストレインゲージ画像５１を生成し、これを規準時相の４Ｃ面画像及び２Ｃ面画像
と共に表示するようにしてもよい。なお、図６に規準時相の４Ｃ面画像に設定されたスト
レインゲージのみが抽出された三次元ストレインゲージ画像５２を、図７に規準時相の２
Ｃ面画像に設定されたストレインゲージのみが抽出された三次元ストレインゲージ画像５
３を、図８に規準時相のＡ面画像、Ｍ面画像、Ｂ面画像のそれぞれに設定されたストレイ
ンゲージが抽出された三次元ストレインゲージ画像５４を、図９に規準時相のＢ面画像に
設定されたストレインゲージが抽出された三次元ストレインゲージ画像５５を、図１０に
規準時相のＡ面画像に設定されたストレインゲージが抽出された三次元ストレインゲージ
画像５６を、図１１に規準時相のＭ面画像に設定されたストレインゲージが抽出された三
次元ストレインゲージ画像５７を、それぞれ対応する規準時相のＭＰＲ画像と共に示した
。
【００５３】
　以上述べた構成によれば、以下の効果を得ることができる。
【００５４】
　本超音波診断装置では、組織の移動ベクトル情報を用いて、ゲージ端点によって定義さ
れる複数のストレインゲージを各時相において設定し、各時相における超音波画像に対応
する三次元位置に各ストレインゲージが配置された三次元ストレインゲージ画像を生成し
表示する。観察者は、表示された三次元ストレインゲージ画像を観察することにより、内
外膜間の距離の変化（壁厚変化）だけでなく、内外膜間における回転や変位の程度の違い
についても直感的に把握することができる。特に、三次元的なストレインゲージの三次元
的な挙動を観察することにより、三次元的な構造を有する心臓の壁運動の様子を、より実
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態に近い形で表現することができ、従来例では発見し得なかった動態を把握することがで
きる。
【００５５】
　（第２の実施形態）
　次に、本発明の第２の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は
、スペックルトラッキング処理の対象を心臓の内外膜間のストレインゲージとして、三次
元ストレインゲージ画像の生成・表示するものである。
【００５６】
　図１２は、第２の実施形態に係る三次元ストレインゲージ画像の生成・表示処理の流れ
を示したフローチャートである。以下、各ステップにおける処理の内容について説明する
。
【００５７】
［ステップＳ１１：データ収集］
　まず、ステップＳ１と同様に、時系列のボリュームデータ群を収集する（ステップＳ１
１）。
【００５８】
　［ステップＳ１２：任意断面及びストレインゲージの設定］
　次に、規準時相のボリュームデータに対して、複数の任意断面を設定し、各断面上の心
臓の内外膜間にストレインゲージを設定する（ステップＳ１２）。すなわち、期間Ｔの規
準時相ｔ０（例えば、拡張末期時相又は収縮末期時相）において、例えばＢ面、Ｍ面、Ａ
面の三断面が設定され、各断面に対応するＭＰＲ像上に存在する内外膜間に、ストレイン
ゲージが設定される。
【００５９】
　なお、この規準時相のボリュームデータに対する任意断面の設定は、装置によって自動
的に実行してもよいし、操作者の操作ユニット４１からの入力に従ってマニュアル的に実
行してもよい。また、ストレインゲージの設定手法は、例えばステップＳ３ａの手法を利
用することができる。
【００６０】
　［ステップＳ１３：移動ベクトル情報の演算処理］
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、規準時相ｔ０において設定された各断面及び
ストレインゲージをスペックルトラッキング処理によって追跡して時相毎の移動ベクトル
情報を演算すると共に、ステップＳ１２において断面及びストレインゲージが設定されな
かった残りの時相（すなわち、期間Ｔ内の規準時相ｔ０以外の各時相）のボリュームデー
タにおいて対応する各断面を設定する（ステップＳ３１）。
【００６１】
　なお、任意断面追跡の具体的な手法について、以下実施例に従って説明する。
【００６２】
　［実施例１］
　本実施例に係る追跡法は、各断面に存在する組織の各位置における移動ベクトルを法線
方向に射影して平均することで移動成分Ｖを求め、これを用いて各時相における任意断面
及びストレインゲージを追跡するものである。
【００６３】
　図１３は、ステップＳ１３における移動ベクトル情報の演算処理の流れを示したフロー
チャートである。同図に示すように、まず、規準時相のボリュームデータに対して設定さ
れたＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれにおける各心筋（すなわち、各面に含まれる組織の各位
置）の移動ベクトルの法線方向成分Ｖｚ（法線方向の射影成分）のみを平均し、規準時相
ｔ０における移動成分Ｖ＝Ｖｚ，ｍｅａｎｔ（ｔ０）を算出する（ステップＳ１３ａ）。
【００６４】
　次に、規準時相において設定されたＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれをその法線方向に沿っ
て移動成分Ｖ＝Ｖｚ，ｍｅａｎｔ（ｔ０）だけ平行移動させ、移動後のＢ面、Ｍ面、Ａ面
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のそれぞれに含まれる心臓領域を、時相ｔ１における任意断面として設定し、さらに対応
するストレインゲージを設定する（ステップＳ１３ｂ）。
【００６５】
　次に、時相ｔ１におけるＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれにおける各心筋の移動ベクトルの
法線方向成分のみを平均し、時相ｔｉ（ただし、ｉは２≦ｉ≦ｎを示す整数）における移
動成分Ｖ＝Ｖｚ，ｍｅａｎｔ（ｔｉ）を算出する（ステップＳ１３ｃ）。
【００６６】
　次に、時相ｔｉにおいてＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれをその法線方向に沿って移動成分
Ｖ＝Ｖｚ，ｍｅａｎｔ（ｔｉ）だけ平行移動させ、時相ｔｉにおけるＢ面、Ｍ面、Ａ面及
び対応するストレインゲージを設定する（ステップＳ１３ｄ）。
【００６７】
　以下、時系列に上記ステップ１３ｃ、１３ｄの処理を時相ｔｎまで逐次繰り返すことで
、各時相におけるＢ面、Ｍ面、Ａ面及びストレインゲージを追跡することができる。
【００６８】
　以上述べた本実施例１の手法によって追跡されるＢ面、Ｍ面、Ａ面及びストレインゲー
ジは、各面上の各位置（各心筋）の法線方向成分のみを平均して算出した移動成分Ｖを用
いてその移動後の位置を検出している。従って、本実施例に係る手法では、各時相におけ
るＢ面、Ｍ面、Ａ面は、それぞれ規準時相において設定したＢ面、Ｍ面、Ａ面と平行なも
のとなる。
【００６９】
　［実施例２］
　本実施例に係る追跡法は、設定された任意断面内に存在する組織の各位置における移動
ベクトルを（法線方向に射影せずに）平均することで移動成分Ｖを求め、これを用いて各
時相における任意断面及びストレインゲージを追跡するものである。
【００７０】
　すなわち、図１３において、まず、規準時相のボリュームデータに対して設定されたＢ
面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれにおける各心筋（すなわち、各面に含まれる組織上の各位置）
の移動ベクトルを平均し、規準時相ｔ０における移動成分Ｖ＝Ｖｍｅａｎｔ（ｔ０）を算
出する（ステップＳ１３ａ）。
【００７１】
　次に、規準時相において設定されたＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれを移動成分Ｖ＝Ｖｍｅ

ａｎｔ（ｔ０）だけ平行移動させ、時相ｔ１におけるＢ面、Ｍ面、Ａ面を設定し、さらに
対応するストレインゲージを設定する（ステップＳ１３ｂ）。
【００７２】
　次に、時相ｔ１におけるＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれにおける各心筋の移動ベクトルを
平均し、時相ｔｉ（ただし、ｉは２≦ｉ≦ｎを示す整数）における移動成分Ｖ＝Ｖｍｅａ

ｎｔ（ｔｉ）を算出する（ステップＳ１３ｃ）。
【００７３】
　次に、時相ｔｉにおいてＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれをその法線方向に沿って移動成分
Ｖ＝Ｖｍｅａｎｔ（ｔｉ）だけ平行移動させ、時相ｔｉにおけるＢ面、Ｍ面、Ａ面及びス
トレインゲージを設定する（ステップＳ１３ｄ）。
【００７４】
　以下、時系列に上記ステップ３３、３４の処理を時相ｔｎまで逐次繰り返すことで、各
時相における任意断面及びストレインゲージを追跡することができる。
【００７５】
　以上述べた本実施例２の手法によって追跡されるＢ面、Ｍ面、Ａ面及びストレインゲー
ジをは、各面上の各位置（各心筋）の移動ベクトルを平均して算出した移動成分Ｖを用い
てその移動後の位置を検出している。従って、本実施例に係る手法では、各時相における
Ｂ面、Ｍ面、Ａ面は、それぞれ規準時相において設定したＢ面、Ｍ面、Ａ面と常に平行で
あるとは限らない。
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【００７６】
　［実施例３］
　本実施例に係る追跡法は、設定された任意断面内に存在する組織の各位置をその位置毎
の移動ベクトルを用いて次時相における任意断面上の各位置を検出し、これを時系列に逐
次繰り返すことで、各時相における任意断面及びストレインゲージを追跡するものである
。
【００７７】
　すなわち、図１３において、まず、規準時相ｔ０のボリュームデータに対して設定され
たＢ面、Ｍ面、Ａ面のそれぞれにおける各位置ｐｊ（ｘ，ｙ，ｚ）（ただし、ｊは１≦ｊ
≦ｍを満たす整数。ｍは各面上に存在する心筋組織の位置の数）に関する移動ベクトルＶ
＝Ｖ（ｊ，ｔ０）を算出する（ステップＳ１３ａ）。
【００７８】
　次に、規準時相でのＢ面、Ｍ面、Ａ面の各面上の各位置をその移動ベクトルＶ＝Ｖ（ｊ
，ｔ０）だけ移動させた位置を検出し、これらによって構成される各面を次の時相ｔ１に
おけるＢ面、Ｍ面、Ａ面を設定し、さらにストレインゲージを設定する（ステップＳ１３
ｂ）。
【００７９】
　次に、時相ｔ１におけるＢ面、Ｍ面、Ａ面の各面上の各位置をその移動ベクトルＶ＝Ｖ
（ｊ，ｔ１）を算出する（ステップＳ１３ｃ）。
【００８０】
　次に、時相ｔ１においてＢ面、Ｍ面、Ａ面におけるＢ面、Ｍ面、Ａ面の各面上の各位置
を位置毎の移動ベクトルＶ＝Ｖ（ｊ，ｔ１）だけ移動させた位置を検出し、これらによっ
て構成される各面を次の時相ｔｉ（ただし、ｉは２≦ｉ≦ｎを示す整数）におけるＢ面、
Ｍ面、Ａ面及びストレインゲージを設定する（ステップＳ１３ｄ）。
【００８１】
　以下、時系列に上記ステップ１３ｃ、１３ｄの処理を時相ｔｎまで逐次繰り返すことで
、各時相における任意断面を追跡することができる。
【００８２】
　本実施例３の手法によって追跡されるＢ面、Ｍ面、Ａ面及びストレインゲージは、各面
上の各位置（各心筋）の移動ベクトルを用いて次時相においてＢ面、Ｍ面、Ａ面の各面を
構成する各位置を検出し、これを時系列に逐次繰り返すことで、各時相における任意断面
を追跡するものである。従って、本実施例に係る手法では、各時相におけるＢ面、Ｍ面、
Ａ面は、それぞれ規準時相以後の各時相において三次元座標系における任意曲面になる。
【００８３】
　なお、実施例３、実施例２、実施例１の順番で、より局所的な追跡位置に対応した精度
の高い運動情報の配置が可能となる。
【００８４】
　［ステップＳ１４：三次元ストレインゲージ画像の生成］
　次に、画像生成ユニット２１は、各時相における任意断面に属するストレインゲージを
投影面に投影し、三次元ストレインゲージ画像を生成する（ステップＳ１４）。各々の追
跡方法におけるストレインゲージの投影の仕方としては、上記実施例１又は実施例２に係
る追跡方法を用いた場合には、追跡された任意断面（いずれの方法も平面）と投影面とを
等しくしておくのが好適である。
【００８５】
　一方、実施例３に係る手法の場合には、追跡された任意断面は必ずしも平面にならない
。従って、追跡された任意断面内の心筋の微少な各局所位置（追跡処理において追跡した
各位置ｐｊ（ｘ，ｙ，ｚ））に関する回帰平面を求め、この回帰平面を投影面として三次
元ストレインゲージ画像を再構成するのが好適である。或いは、回帰平面上の各位置での
データそのものを用いて、当該回帰平面に関する三次元ストレインゲージ画像を生成する
ようにしてもよい。
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【００８６】
　［ステップＳ１５：画像表示］
　次に、表示ユニット２３は、三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する（ス
テップＳ１５）。
【００８７】
　図１４は、表示ユニット２３に表示される三次元ストレインゲージ画像の一例を示した
図である。同図においては、心尖四腔像（４Ｃ像）と心尖二腔像（２Ｃ像）、及びＢ面画
像、Ｍ面画像、Ａ面画像の５つのＭＰＲ像を設定して、各ＭＰＲ像上にストレインゲージ
を表示している。
【００８８】
　（第３の実施形態）
　次に、本発明の第３の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は
、スペックルトラッキング処理の対象を心臓の内外膜間のストレインゲージとして、三次
元ストレインゲージ画像の生成・表示する他の例である。
【００８９】
　図１５は、第３の実施形態に係る三次元ストレインゲージ画像の生成・表示処理の流れ
を示したフローチャートである。以下、各ステップにおける処理の内容について説明する
。
【００９０】
［ステップＳ２１：データ収集］
　まず、ステップＳ１と同様に、時系列のボリュームデータ群を収集する（ステップＳ２
１）。
【００９１】
　［ステップＳ２２：任意断面の設定］
　次に、期間Ｔの規準時相ｔ０（例えば、拡張末期時相又は収縮末期時相）のボリューム
データに対して、所望する任意断面（ＭＰＲ像：単数でも複数でも可）が設定される（ス
テップＳ２２）。この規準時相のボリュームデータに対する任意断面の設定は、装置によ
って自動的に実行してもよいし、操作者の操作ユニット４１からの入力に従ってマニュア
ル的に実行してもよい。
【００９２】
　［ステップＳ３３：移動ベクトル情報の演算処理］
　次に、移動ベクトル処理ユニット１９は、規準時相ｔ０において設定されたＭＰＲ像内
でスペックルトラッキング処理（二次元ＳＴ処理）を実行し、組織に対応する各点の各時
相における移動ベクトル情報を演算する（ステップＳ３３）。
【００９３】
　［ステップＳ３４：三次元ストレインゲージ画像の生成］
　次に、画像生成ユニット２１は、二次元ＳＴ処理によって得られた時相毎の移動ベクト
ル情報を用いて、三次元ストレインゲージ画像を生成する（ステップＳ３４）。すなわち
、画像生成ユニット２１は、例えばステップＳ３ａの手法により規準時相においてストレ
インゲージを設定し、時相毎の移動ベクトル情報を用いてストレインゲージの端点を追跡
する。これにより、各時相の各ＭＰＲ像上にストレインゲージが設定され、三次元ストレ
インゲージ画像が生成される。
【００９４】
　［ステップＳ３５：画像表示］
　次に、表示ユニット２３は、三次元ストレインゲージ画像を所定の形態で表示する（ス
テップＳ３５）。本実施形態に係る手法によって得られる三次元ストレインゲージ画像は
、例えばステップＳ３２において設定するＭＰＲ像をＢモード像２面（心尖四腔像：４Ｃ
、心尖二腔像：２Ｃ）とＣモード像３面（Ａ面、Ｍ面、Ｂ面）の５とした場合には、図１
４の例に似たものとなる。また、この５つのＭＰＲ像による三次元ストレインゲージ画像
表示は、本実施形態に係る手法の好適な例である。
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【００９５】
　（第４の実施形態）
　次に、本発明の第４の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は
、第１～第３のいずれかの実施形態に係る手法において、ストレインゲージにゲージ中点
（ゲージ端点を結ぶ線分上に存在する点）が設定された三次元ストレインゲージ画像を生
成し表示するものである。なお、このゲージ中点は、Ｓ３ｂ、ステップＳ１４、ステップ
Ｓ２４等において、例えば規準時相でストレインゲージの端点と共にゲージの中間点とし
て設定され、移動ベクトル情報を用いた追跡処理により、各時相において追跡される。
【００９６】
　図１６は、ゲージ中点が設定されたストレインゲージを含む三次元ストレインゲージ画
像の一例（短軸像）を示した図である。同図に示すように、ストレインゲージが「く」の
字の如く変形して観察され得ることが特徴的である。これは、ゲージ中点を有するストレ
インゲージにより、心筋の多層構造に起因する複雑な壁運動の直感的把握が３次元的に可
能となることを示唆するものに他ならない。具体的には、内膜の斜走筋と中膜の輪状筋と
外膜の縦走筋と言われる心臓の３層構造に対応して、各層にて内膜と中膜と外膜とが心臓
の伸縮運動に伴い複雑な動態を示す結果が表現されていることが考えられる。この現象は
、例えばゲージ中点を有さないストレインゲージを用いた三次元ストレインゲージ画像で
は把握不能であり、本実施形態に係る三次元ストレインゲージ画像によって初めて提供さ
れる情報であることは言うまでもない。
【００９７】
　また、虚血性心疾患の場合には心筋の内膜側が先（鋭敏）に障害されることが知られて
いる。従って、負荷エコーにより局所的な心筋虚血を誘発した場合に、ゲージ中間点が設
定されたストレインゲージを含む三次元ストレインゲージ画像を用いて負荷の前後を比較
観察することは、非常に有益であると言える。この様な観察によれば、例えば内膜側が負
荷後に障害を起こして負荷前から運動状態に変化を来した場合に、その３次元的な様子が
本発明によるストレインゲージ表示の「く」の字の折れ具合の変化として、鋭敏かつ直感
的に把握できることが期待される。また、負荷前後でなく、薬物等の治療前後による壁運
動の変化の経過観察に関しても、同等の効果を期待することができる。
【００９８】
　図１７は、ゲージ中点が設定されたストレインゲージを含む三次元ストレインゲージ画
像の他の例（心尖像）を示した図である。同図に示すように、心尖像の場合、内外膜間の
回転成分と言うよりは、長軸方向へのショートニング運動に伴う内外膜各層間の移動距離
（変位）の差がストレインゲージ表示によって直感的に表現されることになる。従って、
例えば内膜側と外膜側のどちらが壁厚増大に貢献しているかが容易に把握されるといった
効果が期待される。
【００９９】
　なお、本実施形態では、臨床上の目的から、心筋の内膜、中膜、外膜のそれぞれの動き
を観察することを目的として、ゲージ端点の一方を内膜上に、ゲージ端点の他方を外膜上
に、ゲージ中点をゲージ端点間の中間点に設定するものとした。しかしながら、これに拘
泥されず、心筋の局所的な変形を視覚的に示すために有効であれば、ゲージ端点、ゲージ
中点の位置に制限はない。また、本実施形態では、心筋の内膜、中膜、外膜のそれぞれの
動きを観察することを目的として、ゲージ中点をゲージ端点間の中に一つ設定した。しか
しながら、この例に拘泥されず、ゲージ中点は、ゲージ端点間であれば、所望の位置に所
望の数だけ設定することができる。この様に、少なくとも一つの中点を設定することで、
複数の線分から構成されるストレインゲージを定義することができる。
【０１００】
　（第５の実施形態）
　次に、本発明の第５の実施形態について説明する。本実施形態に係る超音波診断装置は
、三次元スペックルトラッキング処理の結果を用いて、心臓内膜と外膜の回転差や変位成
分に関する定量化情報、或いは中膜に対する内膜と外膜の回転差や変位成分に関する定量
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化情報（以下、共に「回転差情報」と呼ぶ。）を計算し、単独で、或いは三次元ストレイ
ンゲージ画像と共に所定の形態にて表示するものである。
【０１０１】
　図１８は、回転差情報生成処理の流れを示したフローチャートである。この回転差情報
生成処理は、運動情報演算ユニット３７により、例えば三次元ストレインゲージ画像の生
成の前後において、又は並列的に実行される。
【０１０２】
　まず、回転差情報生成ユニット３７は、各時相での超音波画像に対して、収縮中心を設
定すると共に、心筋部位に関する解剖学的セグメント毎に回転差情報の演算を行う（ステ
ップＳ４１）。収縮中心の設定は、例えば内膜の重心位置を採用する。また、解剖学的セ
グメントの割り付け（セグメンテーション）は、例えば、データ収集時に予め規定された
断面を表示書式として割り付けておき、その表示書式に合わせてユーザがプローブ位置を
調整することで、実行することができる。このセグメンテーションにより、心筋は、例え
ば、Sept/Ant/Lat/Post/Infの各解剖学的領域に区分される。
【０１０３】
　次に、回転差情報生成ユニット３７は、拡張末期時相での内膜重心位置に対して、例え
ば内外膜の各位置が反時計回りに回転する方向を正、時計回りを負として[degree]単位で
、各時相につき心筋の各領域における回転情報を次の式（１）に従って計算する（ステッ
プＳ４２）。
【０１０４】
　　　 δRot(i,o)=Rot(i)-Rot(o)　　　　　 (式１)
　なお、δRot(i,o)は、内膜に対する外膜の相対的な回転の差分値を、Rot(i)は各領域で
の内膜の回転角を、Rot(o)は各領域での外膜の回転角をそれぞれ意味する。
【０１０５】
　次に、回転差情報生成ユニット３７は、心筋の領域毎の回転情報を、時相毎にプロット
することで、例えば図１９に示すような回転差情報を生成する（ステップＳ４３）。生成
された回転差情報は、例えばステップＳ４、ステップＳ１５、ステップＳ２５等において
表示される。図１９において、“ＥＳ”は収縮末期時相を示し、“ｇｌｏｂａｌ”は心筋
全体での平均値を示している。生成された回転差情報は、例えばステップＳ４、ステップ
Ｓ１５、ステップＳ２５等において表示される。
【０１０６】
　上記例では、内膜及び外膜のみの情報から回転差情報を計算する式（１）を用いた例を
示した。しかしながら、この例に拘泥されず、例えば中膜の運動をも考慮した次の式（２
）に従って回転差情報を計算するようにしてもよい。
【０１０７】
　すなわち、拡張末期時相での内膜重心位置に対して、内膜と外膜および中膜の各位置が
反時計回りに回転する方向を正、時計回りを負として[degree]単位として、内膜と中膜間
の回転差に対する中膜と外膜間の相対的な回転差である回転情報RG(m) を、各時相で心筋
の各領域につき次の式（２）に従って計算する（ステップＳ４２）。
【０１０８】
　　　 RG(m) = δRot(i,m)－δRot(m,o)
　　　　　　　　　 = Rot(i)-Rot(m) - (Rot(m)-Rot(o))
　　　　　　　　　 = Rot(i)-2*Rot(m)+Rot(o)　　　　　　 (式２)
　なお、Rot(i)は各領域での内膜の回転角、Rot(o)は各領域での外膜の回転角、Rot(m)は
各領域での中膜の回転角である。
【０１０９】
　この場合、回転差情報生成ユニット３７は、心筋の領域毎の回転情報を、時相毎にプロ
ットすることで、例えば図２０に示すような内外回転差情報を生成する（ステップＳ４３
）。図２０においても同様に、“ＥＳ”は収縮末期時相を示し、“ｇｌｏｂａｌ”は心筋
全体での平均値を示している。生成された回転差情報は、例えばステップＳ４、ステップ
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【０１１０】
　このようにすれば、心筋の各領域における内外膜間の回転差や、中膜に対する内膜側と
外膜側の回転差が定量的に表現され、グラフで表示すればその時間変化を解析することも
可能となる。また、得られた回転差分パラメータをカラーコードに変換し、位置を対応付
けてＭＰＲ像上に重畳表示すれば、新たな壁運動情報を提示するパラメトリックイメージ
ングが可能となる。パラメトリックイメージングとしては、この他にも回転差分パラメー
タをカラーコードに変換し、内膜面上の位置へマッピングして、レンダリング処理により
3次元的に表示しても良い。さらに、時系列での本実施形態よる演算パラメータの変化に
ついて、特に差分を含む処理を用いることで得られる変化の結果のグラフ表示や、前記変
化の結果をパラメトリックイメージングで表示することにより、時間的な壁運動変化の程
度の把握を支援することは、好適な応用例と言える。
【０１１１】
　なお、本発明は上記実施形態そのままに限定されるものではなく、実施段階ではその要
旨を逸脱しない範囲で構成要素を変形して具体化できる。具体的な変形例としては、例え
ば次のようなものがある。
【０１１２】
　（１）本実施形態に係る各機能は、当該処理を実行するプログラムをワークステーショ
ン等のコンピュータにインストールし、これらをメモリ上で展開することによっても実現
することができる。このとき、コンピュータに当該手法を実行させることのできるプログ
ラムは、磁気ディスク（フロッピー（登録商標）ディスク、ハードディスクなど）、光デ
ィスク（ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤなど）、半導体メモリなどの記録媒体に格納して頒布する
ことも可能である。
【０１１３】
　（２）各実施形態において述べた三次元ストレインゲージ画像の表示形態は、あくまで
も一例であり、本発明の技術的思想をこれらに限定する主旨ではない。その表示形態は、
種々変形可能であり、例えば、収集された時刻の異なる三次元ストレインゲージ画像を、
同時に表示することもできる。このような表示形態は、術後の経過観察等の、診断部位の
時間的変化を観察において特に実益がある。
【０１１４】
　また、上記実施形態に開示されている複数の構成要素の適宜な組み合わせにより、種々
の発明を形成できる。例えば、実施形態に示される全構成要素から幾つかの構成要素を削
除してもよい。さらに、異なる実施形態にわたる構成要素を適宜組み合わせてもよい。
【産業上の利用可能性】
【０１１５】
　以上本発明によれば、ストレイン計測を行うためのゲージを三次元データ内において設
定し、これを映像化することで、心臓を代表とする三次元的に複雑な動態を有する組織運
動の様子を、十分に観察することができる超音波診断装置、超音波画像処理装置及び超音
波画像処理プログラムを実現することができる。
【符号の説明】
【０１１６】
１…超音波診断装置、１１…超音波プローブ、１３…送信ユニット、１５…受信ユニット
、１７…Ｂモード処理ユニット、１９…移動ベクトル処理ユニット、２１…画像生成ユニ
ット、２３…表示ユニット、３１…制御ユニット（ＣＰＵ）、３６…ゲージ設定ユニット
、３７…回転差情報生成ユニット、３９…記憶ユニット、４１…操作ユニット、４３…ネ
ットワーク送受信ユニット
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